
大阪市中央卸売市場本場市場協会 WEB 広告掲載取扱要領 

 

（趣 旨） 

第１条 この要領は、大阪市中央卸売市場本場市場協会協会広告事業実施要綱（以下「要
綱」という。）に基づき、インターネット上に公開しているホームページへの広告の掲

載について、必要な事項を定めるものとする。 

 
（業種又は業者の基準） 
第２条 次の各号のいずれかに該当する業種又は業者に係る広告は掲載しない。 

  ⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号） 
   第２条に掲げる営業に該当するもの又はこれに類するもの 
  ⑵ 消費者金融又は高利貸しに係るもの 

  ⑶ たばこに係るもの 
  ⑷ 公営を除くギャンブルに係るもの 
  ⑸ 法律に定めのない医業類似行為を行う施設に係るもの 

 
（広告内容の基準） 
第３条 次の各号のいずれかに該当する内容の広告は，掲載しない。 

  ⑴ 法令等で製造、販売等が禁止されている商品、許可等を受けていない商品その他 
   掲載することが不適当と認められる商品又はサービスを提供するもの 
  ⑵ 他の者をひぼうし、中傷し又は排斥するもの又はそのおそれのあるもの 

  ⑶ 不当な差別等人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの 
  ⑷ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの 
  ⑸ 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの 

  ⑹ 宗教団体による布教推進を目的とするもの又はそのおそれのあるもの 
  ⑺ 非科学的なもの若しくは迷信に類するもので利用者を惑わせ、若しくは不安を与 
   えるもの又はそのおそれのあるもの 

  ⑻ 性的感情を著しく刺激するもの又はそのおそれのあるもの 
  ⑼ 犯罪を著しく誘発するもの又はそのおそれのあるもの 
  ⑽ 粗暴性又は残虐性を著しく助長するもの又はそのおそれのあるもの 

  ⑾ 虚偽、誇大又はまぎらわしい表現等により消費者に誤解又は不利益を与えるおそ 
   れのあるもの 

 



（広告掲載期間） 
第４条 広告を掲載する期間は、３カ月単位以上とする。 

 
（掲載場所） 
第５条 広告を掲載する場所は、協会ホームページのトップページとする。 

 
（広告の種類、枠数及び掲載料） 
第６条 掲載する広告は、バナー広告とする。 
２ 広告枠数は、バナー広告最大１０枠、テキスト広告最大５枠とする。 

３ 広告の掲載料及び規格は、次のとおりとする。 
（掲載料金） 

 Flash バナー 画像バナー テキスト 

３ヶ月 60,000 円 30,000 円 15,000 円 

６ヶ月 108,000 円 54,000 円 27,000 円 

１２ヶ月 192,000 円 96,000 円 48,000 円 

（規格） 

Flash バナー（縦４５px 横２５１px） 

Flash プレイヤーで閲覧できる形式で、サウンドを含まない、２０秒以内のループと

する。以上のいずれも３００ｋｂまでのデータで、リンク設定は一箇所 

画像バナー（縦４５px 横２５１px） 

・ JPG 画像もしくは、GIF 画像、アニメーション GIF（１０秒以内のループとする） 

以上のいずれも３００ｋｂまでのデータで、リンク設定は一箇所 

テキストバナー 

全角英数字３０文字までとし、リンクする媒体の特長や情報を反映した内容とする。

リンク設定は一箇所 

 



４ バナー広告掲載の申込が、前２項に規定する枠数を超えたときは、申込順とする。 
５ 広告掲載期間中、協会の都合でホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、  
掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が１日未満の場合は、掲載期間の延長は行わな

い。 

 
（広告の掲載希望者の募集）  

第７条 バナー広告およびテキスト広告の募集は、ホームページ等で公募する。 

 
（広告原稿の作成・提出） 

第８条 広告原稿は、掲載依頼者の責任及び負担で作成し、協会が指定した期日までに
提出する。 

 
（広告掲載の申請） 
第９条 広告掲載希望者は、バナー広告掲載申込書（第１号様式）を、協会に提出しな
ければならない。 

２ 協会は、前項の申請があったときは、広告掲載の可否を決定し、直接又は電話によ
り申請者に通知する。 

 
（広告掲載料の支払い） 
第１０条 申請者は、協会の請求に基づき、広告掲載料を指定の期日までに一括して支
払わなければならい。 

 
（広告掲載の中止申請）  
第１１条 広告主は、広告の掲載を中止しようとするときは、バナー広告中止申込書（第

２号様式）により、協会に申請しなければならない。 

 
（広告掲載料の返還） 

第１２条 協会は、第１１条の広告掲載中止申込書の提出があったときは、次に掲げる 
提出の区分に応じて返還する。 
  ⑴ 掲載期間開始前 納付済の掲載料の全額 

 
２ 前項の規定による掲載料の返還を受けようとする者は、バナー広告掲載料返還請求   
（第３号様式）を協会に請求しなければならない。 



（免責事項） 
第１３条 協会は、第１２条に定められた広告掲載料返還請求以外の掲載料返還請求は、
受け付けません。一度、掲載された広告は、その掲載期間に関わらず、掲載後の掲載料

の返還は行わない。 

 
２ 協会は、広告掲載によって発生した如何なるトラブル・損害に対して、それを保証

しない。 

 
３ 協会の過失の有無を問わず、次ぎの次号にあげる事項に責任を負わない。 

  ⑴ 天災事変による非常事態による広告掲載の一時停止、および中止 
  ⑵ サーバートラブル・メンテナンスによる広告掲載の一時停止 
  ⑶ 第三者からの不正な行為による生じる損失、損害 

 
（その他） 
第１３条 この要領に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、協会が別に

定める。 

 
附 則  この要領は、平成２０年６月１日から適用する。 


